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年金
　国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料
を納める制度です。国民年金には、年をとったときの「老
齢年金」のほかに、けがや病気で障がいが残ったときの
「障害年金」、亡くなられたときの「遺族年金」があり、あ
なたとご家族の方の生活をサポートします。
加入の手続き
・学生や自営業者などの「第１号被保険者」の方は、市

役所の国民年金担当窓口で手続きをしてください。
・会社員などの「第２号被保険者」の方や、その方に扶養

される配偶者などの「第３号被保険者」の方は、勤務
先の事業所が加入手続きを行います。

保険料の猶予・免除
　学生の方や収入が少ないために保険料の納付が困難
な方は、申請により保険料の納付が猶予・免除となる制
度があります。この申請を行わないまま保険料が未納とな
っていると、将来の老齢年金や障害年金、遺族年金を受
け取ることができない場合がありますので、ご注意くださ
い。
※詳しくはお問い合わせください。
　長野北年金事務所　☎026(244)4100
市民課国民年金係（内線237）

新成人の皆さんへ
国民年金の手続きをしましょう

　

一般的な相談は「ねんきんダイヤル」　☎0570（05）1165
平日午前8時30分～午後5時15分

ご寄付ありがとうございました
中野ライオンズクラブ　様
新入学児童交通安全帽子　381個
交通安全推進のため

夢さち信州中野つるしかざりの会代表　小山早智子　様
電子ピアノ　２台
青少年の情操教育充実のため

　庶務課秘書広報係（内線400）問申

おわびと訂正
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野
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人
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レ
ク
シ
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ン
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営
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推
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山
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平
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３
０
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記
念
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わ
コ
ン
サ
ー
ト

中
山
晋
平
記
念
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問
　
少
人
数
ダ
ブ
ル
カ
ル
テ
ッ
ト
の
ア
・
カ

ペ
ラ
男
声
合
唱
団
「
な
に
わ
」
に
よ
る
コ

ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す
。
毎
年
恒
例
の

楽
し
い
ト
ー
ク
を
交
え
な
が
ら
の
コ
ン

サ
ー
ト
で
す
。
ぜ
ひ
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
は
不
要
で
、
イ
ベ
ン
ト
時
は

館
内
を
無
料
開
放
し
ま
す
。

期
日
　
６
月
４
日
㈰

時
間
　
午
後
２
時
～
午
後
４
時

場
所
　
中
山
晋
平
記
念
館
　

  ４月に全戸配布しました「くらしと防災ガイド
ブック」の記事内容に誤りがありました。おわびし、
右記のとおり訂正します。

該当箇所 誤 正
16㌻左列中段写真中 奈良由紀夫さん 奈良由起夫さん
４９㌻左列1７行目 北信地方事務所 北信地域振興局

「　広 報 な か の　」
広 告 募 集 中 ！

　　　庶務課秘書広報係（内線400）問申

～ 暮らしに役立つ広告を お待ちしています ～

　次回申込期限　５月31日㈬　午後５時15分
　広報なかの掲載号　７月号から

詳しくは市公式ホームページ（右記Ｑ
Ｒコード）をご覧ください。

　　庶務課秘書広報係（内線400）問

▲ ＱＲコード

　
中
野
土
人
形
の
研
究
・
収
集
家
で
知
ら

れ
て
い
る
小
古
井
嘉
幸
氏
の
コ
レ
ク
シ
ョン

の
中
か
ら
、今
回
は「
中
野
人
形
師
奈
良
久

雄
・奈
良
由
起
夫
親
子
展
」を
開
催
し
ま
す
。

貴
重
な
作
品
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

期
間
　
５
月
15
日
㈪
～
６
月
30
日
㈮

※
５
月
21
日
㈰
、６
月
18
日
㈰
、25
日
㈰
を

除
く
。

時
間
　
午
前
10
時
～
午
後
５
時

場
所
　
中
心
市
街
地
活
性
化
施
設（
信
州

な
か
の
観
光
協
会
隣
）

入
場
料
　
無
料
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各種相談日程　 期日・時間・会場 問い合わせ先

子ども相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午前８時30分～午後５時15分
会場　市役所子ども相談室 子ども相談室（内線2７8）

保健師による子育て相談 期日　5月1９日㈮　時間　午前10時～11時
会場　りんごっこ（中央子育て支援センター）

中央子育て支援センター
☎（22）2259

定期健康相談 ①期日　毎週水曜日　　　時間　午前10時～11時30分　会場　中野保健センター
②期日　毎月第１木曜日　時間　午前10時～11時30分　会場　豊田保健センター

健康づくり課健康管理係
（内線2４2）

高齢者の方のための総合相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午前８時30分～午後５時15分
会場　中野保健センター

高齢者支援課介護予防
包括支援係（内線366）

行政相談 ①期日 ５月10日㈬　時間　午前９時～11時　会場　豊田支所相談室
②期日 6月12日㈪　時間　午後２時～４時　会場　市民会館４5号会議室

庶務課庶務文書係
（内線211）

消費生活相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午前８時30分～午後５時15分
会場　市役所消費生活センター（市民課内）

中野市消費生活センター
☎（22）2201

女性相談　面接は予約制 期日　毎週月～金曜日（祝日を除く）　時間　午前８時30分～午後５時15分
会場　中野人権センター

人権・男女共同参画課
☎（23）4810(専用電話)

生活就労支援相談 期日　毎週月～金曜日（祝日を除く）　時間　午前８時30分～午後５時15分
会場　市役所福祉課厚生保護係

福祉課厚生保護係
（内線2７6）

身体障がい者相談所 予約制 期日　毎月第１・３水曜日　時間　午後２時～４時
会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

福祉相談・ボランティア相談、
結婚相談　予約制

期日　毎週月～金曜日　時間　午前９時～午後５時
会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

心配ごと相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午後１時30分～４時30分
会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

法律相談　予約制 期日　毎月第１・３月曜日（月曜休日の場合は翌火曜日）
時間　午後１時30分～３時30分　会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

職業相談 期日　毎週月～金曜日　時間　午前８時30分～午後５時
会場　中野市地域職業相談室（南宮庁舎）

中野市地域職業相談室
☎（23）4710

交通事故巡回相談　予約制 期日　５月18日㈭　時間　午前10時～午後３時
会場　北信合同庁舎

北信地域振興局
☎（22）3111

権利擁護相談　成年後見制度含む 期日　毎週月～金曜日　時間　午前８時30分～午後５時15分
会場　北信建設事務所　中野庁舎３階

北信圏域権利擁護センター
☎（26）2266
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独
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問知
っ
て
お
き
た
い

成
年
後
見
制
度

　
自
動
車
事
故
対
策
機
構
で
は
、
自
動
車

事
故
に
よ
る
被
害
者
保
護
の
増
進
を
目
的

に
、
国
土
交
通
省
所
管
の
独
立
行
政
法
人

と
し
て
「
重
度
後
遺
障
碍
者
へ
の
介
護
料

の
支
給
」
お
よ
び
「
交
通
遺
児
等
へ
の
育

成
資
金
の
無
利
子
貸
付
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。
相
談
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
長
野
地
方
裁
判
所
お
よ
び
長
野
家
庭
裁

判
所
で
は
、
成
年
後
見
制
度
を
よ
り
身
近

に
感
じ
て
い
た
だ
く
た
め
、
「
知
っ
て
お

き
た
い
成
年
後
見
制
度
」
と
題
し
た
成
年

後
見
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

期
日
　
５
月
30
日
㈫

時
間
　
午
後
１
時
30
分～

３
時
４0
分

会
場
　
長
野
家
庭
裁
判
所
西
館
１
階

募
集
人
数
　
４0
人
（
事
前
に
申
し
込
み
が

必
要
で
、
先
着
順
）

参
加
費
　
無
料

　
土
地
の
境
界
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
、

裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
を
利

用
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
相
談
は
法
務
局
職
員
と
土
地
家
屋
調
査

士
が
応
じ
ま
す
。

相
談
日
　
毎
月
第
３
木
曜
日
（
相
談
日
が

祝
日
の
場
合
、
翌
日
の
金
曜
日
）

会
場
　
長
野
地
方
法
務
局

時
間
　
午
後
２
時
～
５
時
（
１
時
間
単
位

で
相
談
に
応
じ
ま
す
）

※
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。
相
談
日
２
日
前
ま
で
に
要
予
約
。
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問
　
友
だ
ち
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と
、
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、
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な
こ
と
で
も
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だ
と
き
は
話
を
聞
か
せ

て
く
だ
さ
い
。

　
秘
密
は
必
ず
守
り
ま
す
。
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０
０
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談
時
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午
前
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午
後
６
時

（
月
曜
日
～
土
曜
日
）

●
大
人
専
用
相
談
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２
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